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標題　津波被災地復興区画整理事業の事前復興計画と今後の事業化対応策における一考察 

氏名（所属）　　有限会社　アーバン京葉研究所　代表　栗田　和夫 

1．はじめに 
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平成24年度内において、都市計画決定陥9％）が行われている。平成24年度以内における都市計画決定の実

施は、被災市街地復興特労り措置法第5条「被災市街地復興樅楓による制限（地震被害発生から2年間）、

7条による建築物の建築制限（平成25年3月10日解除）を踏まえたためと解される。

施行面積規模においては、100haを超える大規模な実施は、中心市街地部形成を前提とした、女川町中心部

地区の195．7血がもっと大きく、次いで、陸前高田市の高田地区189．と払aとなっている。さらには、集団移転

等を念頭においた新市街地形成のための東松島市の野蒜北部丘陵地区では、高台内陸酪91．5払．の開発があり、

仙台市の蒲生北部地区では、粥．血の内陸部での事業実施となっている。

規模の比較において、神戸市復興土地区画整理事業では、新長田駅北地区が59．6haで最も大きく、事業地区

数は、11地区で合計面積143．2hとなっている。一一滴；市として広域的な被害があった石巻市との比較では、事

業地区14地区であり合計面積卸7．1もaとなっており、神戸市と比べ、石巻市潮音以上の面積規模となっている。

なお、神戸市の大震災との相違は、津波被災市町村は安全安心まちづくりの市街地形成という観点から、現位

置再建でのまちづくりに対しては、地元住民の不安という抵抗感があり、対応策として多重防御などを講じつつ、
一方では高台での新市街地の復興区画整理事業が実施されていることである。

（2）津波被災市町村と復興区画整理事業の実態把握

津波被災市町村の復興区画整理事業実施の実態把握に

ついては、事業内容において、減歩の状況や減価補解金の状

況、そして事業の特徴についての纏めを行った（表2－2．

津波被災市町村と復興区画整理事業の実態参照）

公共減歩の最も高いのは、女川町宮ケ崎地区の79．6％、

次に同町荒立地区の弧3％と陸前高田市今泉地区の
雄．02％であり、次いで卸％代の陸前高田市高田地区

毎5．41％）、石巻市新蛇田南第二地区（34．46％）、塩竃市藤

倉二丁目地区（弘65）、東松島市東矢本駅北地区（30．03％）、

多賀城市宮内地区（30．1％）となっている。これらの地区は、

塩竃市、多賀城市を除いて、地価の増進が望める保留地を確

保できる概ね高台での新市街地型の開発となっている。な

お、保留地が設定されている地区は、全体の22地区毎1．5％）

あるが、ほとんど公共練歩が高い地区同様、安全・安心が求

められる高台での新市街地開発となっている。一方、津波被

災地域での事菓化は、事業施行後の地区内の土地の価格総額

が、施行前の土地の価格総額より減少することによる減価補

償金交付事業で全地区の25地区毎7．16％）となっている。

（3）阪神淡路大震災との比較において

ここで、復興区画整理事業の実態について、都市型災害で

ある阪神淡路大震災と比較を行う事によって、その相違につ

表2－2．津波被災市町村と復興区画整理事業の実態

いて検討を行った。はじめに公共減歩については、東日本大震災では、低い値では、3％代で、最も高い値では、

79．6％と幅が大きく、平均は20．94％となっている。阪神淡路大震災では、低い値は、芦屋市西部第二地区2．6％

で、同程度であるが、最も高い値では、新長田駅北地区27．2％で、平均値は、11．5％と、低い値となっている。

なお、阪神淡路大震災では、すべの地区において、保留地減歩は取られていな叛さらに、減価補償金について

は、東日本大震災では、全地区の約5割弱であり、1地区当り平均減価補償金額は、3億1千六百万円となって

おり、阪神淡路大震災では、西宮市森具地区以外、減価補償金交付の対象地区で、1地区当り平均減価補償金額

は、鮒億3千万円で約謝倍の高額となっている。また、総事業費では、東日本大震災は、広域であるため4797

億、1地区当りでは、9億5百万円となっているが、阪神淡路大震災では、総額3租4億、1地区当り、277億2

千4百万円であり約3倍となっている。

東日本大震災は、地方都市での津波被災地復興区画整理事業で、事業形態が、被災した現位置再建型の事業と

高台での新市街地型の概ね2種類の事業形態が存在する。なお、高台における復興区画整理事業は、「駿的な事

業採算を前提にしたものではなく、換地手法を活用した土地利用転換を目的として事業である。事例として東松

島市野蒜北部丘陵は、市の全面買収による公共団体施行の事業であり、施行後の土地利用計画は、公共用地が
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72％（うち公園・緑地55％）、宅地6．2％と保留地が21％となっており、集団移転先の整備事業となっている。

阪神淡路大震災は、都市型災害として、人口密集市街地での現位置再建型が主であり、1地区当りにおける、

減価補償金額にみるなど高額となっている傾向にある。

（4）津波被災地における復興区画整理事業の特性

津波被災地における復興区画整理事業は、復興を取り巻く状況に大きな違いがみられる。行政における住民対

応においては、復興に際して、市民の安全・安心を補償していく責務が伴うことから、高台への居住地の移転で

は、移転先の選定や移転規模の確定などのため、被災者への合意形成、意向把握の必要性があり、事業者手に多

くの時間を必要とすることが上げられる。

前述した、公共減歩の高低や保留地、減価補償金の有無などの違いは、現位置再建であるか、あるいは高台へ

の新市街地移転先開発であるかによって、大きな違いがみられる。

地区別に捉えた結果としては、多重防御などを前提とした、現位置再建型が約6割（非可住地を含）、高台の

新市街地型が約4割（現位置再建とのセットを含）となっている。

3．復興区画整理事業における類型化

（1）被災市街地における復興パターン検討調査

国土交通省は、津波被災市街地復興手法検討調査（と

りまとめ）（平成24年4月）を実施し、被災市街地に

おける復興パターン検討調査において、各都市におけ

る市街地復興パターンを類型化し、これに対応する復

興手法等の検討を行っている。この検討調査によれ楓

AからEの5つの復興パターンに分類されるとしてい

る。（3－1．復興パターンの分類参照）

復興パターン別の検討調査は、以下の通りである。

A：移転【居住に適さない産業用地等の整備。（事

例：野田村城内・泉沢地区）・対応例「25市町村・市

街地部30地区」】
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B：現地集約【多重防御（海岸堤防や二線堤・高盛道路等）による安全性が高められた集団区晩（事例：釜

石市片岩地区）・対応例「3市町村・5地区」】

C：嵩上げ【居住地として嵩上坑（事例：名取市閉上地区）・対応例「7市町村・8地区」】

D：移転＋嵩上げ【住宅の区域外と区域内での集約移転の同時尭亀（事例：陸前高田市高地区）・対応例「12

市町村14地区」】

E：現地復興　臨岸堤防等設備整除による安全性確保した上で住宅再亀（事例：塩竃市港町地区）・対応例「16

市町村26地区」】

以上の調査によれば、事例としてAの移転が、最も多く、次いで、Eの現地復興が多い結果となっている。

（2）復興区画整理事業に係る復興パターン及び事業タイプ別分析

①復興区画整理事業53地区の事例を復興パターン別の分類で見
a：新市街地型

てみると、前述したとおり、多重防御による安全・安心を確保し／◆、

た上で現位置再建型の該当するE：現地復興パターンが約6割と！高

多い結果となっている。これは、あくまで復興区画整理実施地区1台

の粋性から判断した結果でとらえたものである。なお、AからE、

の復興パターンの実現のためには、復興区画整理事業に限らず、津

波復興馳棚卸防災集団移転促進事業、水産基盤整備事業、
C：現位置再建住居系型

災害公営住宅整備事業などによって実現されている。

②復興区画整曙事業におけるタイプ帥㌣ついては、概ね次の乱か

らdタイプ別が考えられる。（図3－2．タイプ別参照）

a：新市街地型【高台での新市街地型の開発。（事例：東松島市野蒜

北部丘陵地区）】

b：新市街地と現地復興型

出現位置再建非住居系型

図3－2．復興区画整理事業タイプ別

b：新市街地と現地復興型【高台の新市街地と現位置での非住居系の同時実払（事例：陸前高田市高田地区）】

e：現位置再建住居系型【多義防御による安全確保での住宅再建，（事例：石巻而奏北地区）
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d：現位置再建非住居系型l頻位置再建で非住居系（産業系等）再亀（事例：石巻市湊西地区）】

この復興区画整理事業タイプ別の分類でみれをもCタイプの現位置再建型が最も多く約6割、次にaタイプの高

台での新市街地型約4割の順となっている。

4．復興区画整理事業における主な問題点と課題

津波被災地における復興区画整理事業の主な問題点と課題は、高台への居住地の移転等では、移転地の選定や

移転睨模確定のための被災者の合意形成、意向確路などに多くの時間を必要とすることがあげられる。また、高

台移転は、大規模な造成工事となる場合が多く、そのための各種事業間の調整や事業期間の延長などが懸念され

る課題となっている。

被災住民からは、行政から事業の概要など早期に方向性を決めてもらわないと、生活設計も立てられないとの

不満が多く寄せられるなど早期事業化が主要な課短となっている。

復興区画整理事業における事業化の進め方においては、神戸市では「2段階都市計画方式」として、第1段階

で行政主導の都市計画決定を震災発生後2ケ月で行っており、その結果、住民からの反発と不満が寄せられてい

る。東日本大震災では、石巻市など「被災市街地復興推進哩乳において、都市計画決定を2カ年を経て行って

いることに対し「遅すぎる。」という不満などがでている。

いずれにしても事業の進め方には、被災者対応の仕方に工夫をこらすことが必要であると考えられる。

5．復興区画整理事業の進め方における「事前復興計画」について

復興区画整理事業の早期事業化の工夫として、前述した神戸市と石巻市の事例を基に整理を行うこととする。
・事業初期対応として、都市計画決定の迅速化があげられる。

・事業化には、出来る限り速やかな住民の合意形成が沫哲となっている。

これらに対応する工夫として、津波被災想定区域

において、住民の意向を事前に把握しておくことを　神戸方式

前提とした「事前復興計画マスタープラン」を策定

しておくことを提案した叛例えば、高台・新市街

地型か現位置再建型かの大まかなタイプ別選定を

通した「事前復興帥軌方針案を行政と住民間の共

通認識としてまとめ、情報を共有しておくことであ

る。

被災後は、速やかに、「事前復興計画」に沿った

都市計画決定を震災発生後概ね半年を目途に行うな

ど、さらには、現状に即した事業認可を概ね1年を

目安に進めていくことなどの早期事業化を図ってい

くことが求められる。

6．今後の事業化対応策について

東日本
（例；石巻市）

事前復興

計画

震発生（H7．1）事業認可（H7．11－日11．10）謀1

震発生（H23．3）　　　莱2事 級可（H25．9－

（2カ年）　　都市計画決定（H25胡

震発生（Xl．1）③事業認可（X2．1～

（半年）②都市計画決定（Xl．6）

※1：書も早い認可が都市計画決定より8ケ月後、丑も違い認可が4年半

※2：事業数可は、概ね都市計画決定より、半年後

①「事前復興計軌方針案策定→②菰市計画決定（半年後）→③事業認可（1年後）

図5－1．復興区画整理事業の初期対応と事前復興計画

「事前復興計画マスタープラン」は、全国の津脚村を対象に、東日本大震災を事例にするなど、「津

波被災想定区域の設定」を行うことと、津波被災要因の分類（低地部などの地理的要因や避難場所、情報周知な

どの社会的要因等）について、情報を共有する要因分析をすることを第一段階とし、さらに、津波犠牲者の尊い

命を守るための「事前復興計画」の内容として「復興タイプ別における高台や現位置再建等の復興区画整理想定

区域の設定」と被災後の闇市計画決定・事業認可のスケジューソレ設定」等の方針案策定を第二段階とする。

さらに顧わくば、全国の津波被災想定市町村における復興区画整理想定区域において、現時点では補助制度は

無いが、「事前復興区画整理事業」として高台移転などの東日本大震災に準じた補助制度を期待した叛

7．まとめ

行政と住民の共通認識に基づいた「事脚スタープラン」は、初期の住民説明会などで「市はどう考

えているのか？」と言う質問や、「項状では生活設計が立てられない！」という不満などに対処できることを期

待したV㌔また、事業着手の早期化と事業の短縮化にも期待したい所である。さらには、津波被災想定区域にお

ける「事前復興区画整理事業」では、事前救命策及び技術者不足や平常時の技術者育成・養成にも対処できる利

点などが上げられる。

【参考文献等】・平成27年度版「区画整理牛乳公益財団法人区画整理促進機構
・県市町村ホームページ「震災・復興」・「津波被災市街地復興検討調査」国土交通省都市局


